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令和７年８月 松本市農業委員会 定例総会（拡大委員総会） 議事録 

 

１ 日  時    令和７年８月２８日（木）午前９時３０分から午後１１時００分 

 

２ 場  所    梓川保健センター 大会議室 

 

３ 出席委員 

 (1) 農業委員 ２５人   １番 百瀬 泰紀     ２番 小林 節夫 

              ３番 柳澤 一向     ４番 武井 茂善 

              ５番 中川  敦     ６番 久保 節夫 

              ７番 松田 和久     ８番 河西 穂髙 

              ９番 丸山 茂実    １０番 矢嶋 壽司 

             １１番 御子柴清市    １２番 塩原 秀俊 

             １３番 田中 悦郎    １４番 細江 弘光 

             １５番 塩原 俊昭    １６番 松尾 英志 

             １７番 濵   博    １８番 齋藤 勝幸 

             １９番 奥原 邦義    ２０番 倉科 孝明 

             ２１番 塩原  至    ２３番 二村 喜子 

             ２４番 上條信太郎    ２５番 山田 久子 

             ２６番 村山さえ子 

 

 (2) 推進委員 １０人  推１番 原  弥生    推５番 百瀬 文仁 

             推７番 上杉 壽和    推８番 石川 克彦 

            推１０番 手塚 稔幸   推１１番 中野 浩史 

            推１２番 横山 泰治   推１４番 原口 知明 

            推１６番 丸山 貴久   推１８番 百瀬 一郎 

 

４ 欠席委員 

 (1) 農業委員  １人  ２２番 古畑 英俊 

 (2) 推進委員  ８人  推２番 小笠原鉄夫    推３番 梶原 知子 

             推４番 古家 豊和    推６番 赤羽 武史 

             推９番 横山 竜大   推１３番 清水 麻未 

            推１５番 平林 章司   推１７番 太田  稔 

 

５ 議  事（農地に関する事項） 

 (1) 議  案 

   ア 農用地利用集積等促進計画案について意見聴取する件……………（議案第９８号） 

   イ 所有権の移転に関する農用地利用集積等促進計画要請の件………（議案第９９号） 

   ウ 農地法第３条の規定による許可申請許可の件 

                    ……………（議案第１００号～議案第１０７号） 

   エ 農地法第４条の規定による許可申請承認の件 

                    ……………（議案第１０８号～議案第１１０号） 
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   オ 農地法第５条の規定による許可申請承認の件……………………（議案第１１１号） 

   カ 相続税の納税猶予の適格者証明願承認の件………………………（議案第１１２号） 

   キ 引き続き農業経営を行っている旨の証明願承認の件 

                    ……………（議案第１１３号～議案第１１５号） 

 (2) 報告事項 

   ア 現況証明の交付状況の件 

   イ 非農地証明の交付状況の件 

   ウ 農地法第１８条第６項の規定による合意解約通知の件 

   エ 公共事業の施行に伴う届出の件 

   オ 農地法第３条の３第１項の規定による届出の件 

   カ 農地法第４条の規定による届出の件 

   キ 農地法第５条の規定による届出の件 

   ク 農地法第４条の規定による農業用施設届出の件 

 

６ 議  事（その他農業委員会業務に関する事項） 

 (1) 協議事項 

   ア 第１０回長野県農業委員会大会における要請事項及び県選出国会議員との農政懇談 

    における検討課題について 

   イ 令和７年度松本市農業施策に関する意見書（案）について 

   ウ 令和７年度松塩筑安曇農業委員会協議会農業功績者表彰候補者の推薦について 

 (2) 報告事項 

    主要要会務報告並びに当面の予定について 

 

７ その他 

 

８ 出席職員 農業委員会事務局    局  長  清沢 卓子 

          〃        局長補佐  上條  仁 

          〃        係  長  草田 崇博 

 

９ 会議の成立   農業委員会等に関する法律第２７条第３項により成立 

 

10 会長あいさつ  田中会長 

 

11 議長就任    松本市農業委員会総会会議規則第３条により田中会長が議長に就任 

 

12 議事録署名委員の指名及び書記の任命 

          〔議事録署名委員〕  ２番 小林 節夫 委員 

                     ３番 柳澤 一向 委員 

          〔書記〕上條局長補佐、草田係長 

 

13 会議の概要 

議  長     それでは、次第に沿って、まず農地に関する事項から議事を進めます。 
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         初めに、議案第９８号 農用地利用集積等促進計画案について意見聴取す

る件について上程します。 

         議案は別冊資料になります。 

         それでは、議案に掲載されている新規就農者について、地元の委員から説

明を求めます。 

         本郷、柳澤委員。 

 

柳澤農業委員   別冊資料の１枚目の裏です。この方は、これまで農業を特になさってない、

経験がなかったわけではなくて、お父さんが今、休耕地も含めて１．５町

歩くらいご自分でやっているのですけれども、それを時々お手伝いしてき

たというふうなこともあります。ご本人は今、土木関係の仕事なのですけ

れども、いよいよおやじの年になってきた。年になってきたといっても、

おやじと僕は同い年なのですけれども、自分が少し手を入れないといけな

いのではないかというふうなことで、新たに休耕地を８０アールくらいで

すか、それを借り受けて、そこから少し稲作を始めたいということのよう

です。今は借りた休耕地の草刈りをしているようです。先日お宅にお邪魔

して、おやじさんも含めて話をしたのですが、本人、４３歳だったかな。

非常にやる気は十分で、ただ、気持ちだけが先走っているかなっていうと

ころもあったのですけれども、でも、そのくらいのほうが中山間地でこれ

からやっていくには適しているのではないかと思います。非常に数少ない

若手と言っていいでしょう。地区の担い手になってくれるということで、

私は大いに期待しています。 

         以上です。 

 

議  長     続きまして、事務局から議案の説明を求めます。 

 

上條局長補佐   議長。      

 

議  長     上條補佐。 

 

上條局長補佐   それでは、議案第９８号 農用地利用集積等促進計画案について意見聴取

する件について説明をさせていただきます。 

         特記事項等ございませんので、合計のみ申し上げますので、先ほどの別冊

２ページの一番下のほうをご覧ください。２ページ一番下。 

         合計筆数８８筆、貸付者５２人、借入者３９人、権利設定面積１１万８，

４５８平米です。 

         以上で議案の説明を終わります。 

 

議  長     ただいまの説明に対しまして農業委員、推進委員から質問、意見等を求め

ます。 

 

［質問、意見なし］ 
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議  長     意見等ないようですので、ただいまから集約します。 

         以降、議案の採決においては、農業委員が対象となります。 

         議案第９８号について、原案どおり決定することに賛成の委員の挙手を求

めます。 

 

［全員挙手］ 

 

議  長     全員賛成ですので、本件は原案どおり決定します。 

         続きまして、議案第９９号 所有権の移転に関する農用地利用集積等促進

計画要請の件について上程します。 

         事務局の説明を求めます。 

 

上條局長補佐   議長。      

 

議  長     上條補佐。 

 

上條局長補佐   それでは、３ページをご覧ください。 

         所有権の移転に関する農用地利用集積等促進計画要請の件について、 

         合計のみ申し上げます。 

         件数１件、筆数１筆、合計面積４８６平米となります。 

         以上で議案の説明を終わります。 

 

議  長     ただいまの説明に対しまして委員から質問、意見等を求めます。 

 

［質問、意見なし］ 

 

議  長     意見等ないようですので、ただいまから集約します。 

         議案第９９号について、原案どおり決定することに賛成の農業委員の方の

挙手を求めます。 

 

［全員挙手］ 

 

議  長     全員賛成ですので、本件は原案どおり決定します。 

         続きまして、議案第１００号から１０７号 農地法第３条の規定による許

可申請許可の件、８件について上程します。 

         事務局から一括説明を求めます。 

 

上條局長補佐   議長。      

 

議  長     上條補佐。 
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上條局長補佐   それでは、総会資料１ページをご覧ください。併せまして、お手元にある

位置図資料を、３条の議案、あとの４、５条の議案についても位置図と写

真を参考にしてご覧ください。 

         それでは、総会資料１ページ、農地法第３条の規定による許可申請につい

て説明いたします。 

         議案第１００号は、新規就農のため、所有権を移転するものです。 

         議案第１０１号は、農業経営規模拡大のため、所有権移転するものです。 

         議案第１０２号は、新規就農のため、所有権を移転するものです。 

         ２ページおめくりください。 

         ２ページ、議案第１０３号から１０６号は、農地保全のため、所有権を移

転するものです。 

         議案第１０７号は、農業経営規模拡大のため、所有権を移転するものです。 

         参考資料として、新規就農者の情報を３ページに記載しています。 

         以上８件につきまして、農地法第３条第２項の各号に該当しないため、許

可要件の全てを満たしていると考えます。 

         以上、ご審議をお願いいたします。 

 

議  長     それでは、地元委員の意見を求めます。 

         議案第１００号、濵委員。 

 

濵農業委員    １００号ですが、この前、今回の申請人の○○の名前で出ていましたが、

許可後に仕事が忙しくなってできないから、譲受人を○○である○○とし

て、再申請ということで出てきております。それで、現状の農地ですが、

前回からまだ権利移転が確定していませんので、農地のほうはまだ手つか

ずで、２メートルぐらいの草丈になっています。地主の方も、もう耕作で

きる状況ではありませんので、周りの方からも何とかしろと言って話は出

ているのですが、誰がやるっていう話のなかで、今のところ宙に浮いたよ

うな農地となっています。できるだけ早く耕作をやってもらいたいという

声がありますので、譲受人の○○さんは、前回の違法転用のときに農地復

帰した人ですので、登記が終わり次第、手をつけてきれいにするという話

でございましたが、自家用野菜、トマト、キュウリをやるに２反１畝は多

くはないかといって言って、２反１畝と３畝がありますので２反４畝です

が、ここで自家用野菜を全部で埋まるわけと言ったら、いや、全部はやら

ないけれども、管理だけは適正にやるという話でしたので、それ以上こち

らもどうこうしろということは言えませんでしたので、周りに迷惑をかけ

てきた農地ですので、ぜひ適正な営農をしてくださいというふうには伝え

ておきました。 

         申請地自体は、前回のごみを掃除するときに、大分石を浮かせちゃってい

て、ちょっと耕作には不向きかなというような状態ですが、何とかすると

いうことでございました。 

         以上です。 
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議  長     続きまして、１０１号と１０２号、松田委員。 

 

松田農業委員   １０１号ですけれども、譲渡人が所有者となっているのですけれども、現

状はもう何年も前から譲受人が耕作しているということで、ここで正規に

登記を移転したいということでありますので、問題ないかと思います。 

         それから、１０２号ですが、○○さんは数年前に申請地の隣の宅地を購入

したのですけれども、それに付随する農地がありまして、それをぜひ買っ

てもらいたいということで、地権者○○になっておりますけれども、それ

を正式に売買をして耕作をするということで、○○さん自体は、もう既に

この土地をもう耕作しておりますので、問題ありません。 

         以上です。 

 

議  長     １０３号、武井委員。 

 

武井農業委員   譲渡人の○○さんですけれども、高齢でございます。長男が居るのですけ

れども、ちょっと体調を崩しているということで、○○の○○さんに贈与

するという案件でございます。○○さんは現在、○○に住んでおりますが、

もう既に５年ほど前から通作で自家用野菜を作っておりまして、父親に教

わりながらやっておるということで、非常にきれいに耕作しておりました

ので、農地保全の観点からも問題ないと思います。 

         以上です。 

 

議  長     １０４号、小林委員。 

 

小林農業委員   譲渡人の○○さんが、高齢のため、譲受人が農地管理するという案件です。

現地を見てきました。サツマイモが植わっていまして、特に問題ないと思

います。 

         以上です。 

 

議  長     それでは、１０５号、１０６号、１０７号、倉科委員。 

 

倉科農業委員   議案１０５号ですけれども、○○さんがご自身所有の農地の隣接となりま

す農地、１筆、８４２平米を○○さんから贈与によりまして所有権移転を

行うというものです。場所は○○の集落内で、松本市の○○の北東１００

メートルくらいの農用地区内になります。○○さん、高齢で管理が難しい

ため、これまで利用権設定をされて耕作されていた○○さんに贈与をする

というものでありまして、特段問題はないと考えております。 

         続いて、議案１０６号ですが、○○さんが農地、３筆、６，０９２平米を

○○さんから売買により所有権移転を行うというものですけれども、場所

は、二筆が○○集落内で、○○と○○の中間地点辺り、もう一筆は、畑地

帯の裏のほうにありまして、○○地籍の○○の北西２００メートルほどの

農用地区域内になります。経過としましては、おととし所有者の方が亡く
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なりまして、○○さんが相続されたのですけれども、県外在住であるため

管理ができないということで、今回、親類関係に当たります○○さんに所

有権の移転をすることになったものであります。こちらも特段問題はない

ため、許可は適当と考えております。 

         続いて、１０７号ですけれども、○○さんがご自身所有農地の隣接となり

ます農地、１筆、２６４平米を○○さんから売買により所有権移転を行う

ものでありまして、○○の集落内の○○の○○の東側２００メートルほど

入ったところの農用地区域内になります。○○さんは高齢のため耕作者を

探されておりまして、隣接農地の○○さんにお声がかかったという経過が

ございまして、こちらも特段問題はないと考えます。 

         以上です。 

 

議  長     続きまして、全体を通じまして質問、意見等を求めます。 

         濵委員、議案第１００号の懸念ですが、現状遊休荒廃地で、それでこのま

ま放っておくと、なお一層迷惑をかける。こういう３条で今度は所有権の

移転がある。現状よりはこれで改善する見込みがあるというような判断で

すか。 

 

濵農業委員    そうですね。現状の持ち主の方は、もうちょっと仕事が満杯で、田んぼに

まで手が回らないという状況だそうで、こちらの○○さんのほうへ移れば、

前回の違法転用したときの農地復旧も、この方が実質的に全部しましたの

で、内容は分かっていますし、今までよりは改善される見込みがあるなと

いうふうには思うので、今後の利用を注視していきたいと思います。 

 

議  長     今、地元委員の意見を聞きました。 

         事務局、何かコメントありますか。 

 

上條局長補佐   議長。      

 

議  長     上條補佐。 

 

上條局長補佐   今、濵委員さんが言われたましたとおり、一度違反転用の状態を解消しま

して、きれいな更地になっておりました。私もそれを確認しています。 

         ただ、今、地主さんはなかなか耕作が忙しくてできないということで、そ

こから草が生えてきまして、このたび、特に、起こせば、大丈夫だと思う

のですけれども、草が生えている状態を解消し、自分たちで野菜をやって

いくということなので、これで許可があれば、きれいな農地にまた状態が

戻るということでお聞きしております。 

         以上です。 

 

議  長     ほかに意見等を求めます。 
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［質問、意見なし］ 

 

議  長     意見等ないようですので、農地法第３条の規定による案件、８件について、

一括して集約します。 

         農業委員の皆様に聞きますが、議案第１００号から１０７号について、原

案どおり許可することに賛成の農業委員の方の挙手を求めます。 

 

［全員挙手］ 

 

議  長     全員賛成ですので、本件は原案どおり許可することと決定します。 

         続きまして、議案第１０８号から１１０号 農地法４条の規定による許可

申請承認の件、３件について上程しますが、議案第１０８号に関連する議

案第１１１号 農地法５条の規定による許可申請承認の件、１件も併せて

上程します。 

         事務局から一括説明を求めます。 

 

上條局長補佐   議長。      

 

議  長     上條補佐。 

 

上條局長補佐   それでは、議案書の４ページをお願いいたします。 

         農地法第４条の規定による許可申請承認の件についてご説明いたします。 

         議案第１０８号、転用目的、建て売り住宅です。 

         関連がありますので、議案第１１１号、５ページをご説明いたします。 

         議案書５ページ、転用目的、同じく建て売り住宅となっております。 

         議案第１０９号、転用目的、営農型太陽光発電施設です。一時転用の３年

ごとの更新で、今回は２度目の更新となっております。 

         議案第１１０号、転用目的、農業用施設用地です。農振用用途の変更済み

で、やむを得ないものとして追認申請となっております。 

         以上、こちらの案件につきましては、内容は議案書のとおりです。 

         また、一般基準等各要件を満たしていると判断しています。よろしくお願

いいたします。 

 

議  長     地元委員の意見を求めます。 

         議案第１０８号と１１１号を濵委員、１０９号を倉科委員、議案第１１０

号を塩原至委員。 

         まず、１０８号と１１１号を濵委員。 

 

濵農業委員    位置図資料の写真のほうを見ていただいて、白枠で囲ってある奥のほうが

１０８号です。それで、手前のほうが１１１号になります。奥側は、これ、

もともとは○○の○○があった場所になります。○○さんだった人が兼業

農家で○○を始めて、それから後、温室を建てたというようなことで、○
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○機能を持たせてやっていたのですが、ここを全て取壊して、更地状態に

戻してあります。奥のほうは宅地、自宅のあった場所で、自宅を畳んで、

そこへ事務所兼倉庫が建たっていましたが、そこもきれいに更地に戻して

あります。１０８号のほうに宅地沿いに農地があって、それの部分が今回

出てくるところでございますが、これは周りに、全部住宅になっても周り

に影響がないですし、ちょうど私の○○に入るところですので、ちょっと

軒数がやたら増えるので、それが懸念されるだけで、物理的に日当たりが

悪くなって農地に困るとか、そういう場所ではございませんので、いっそ

これで片つけてもらったほうがいいかなという思いはあります。 

         以上です。 

 

議  長     続きまして、１０９号、倉科委員。 

 

倉科農業委員   今回、○○さん所有の農地、１筆、１，４１７平米のうち１０．７平米を

営農型太陽光発電施設として３年間の一時転用許可の申請が上がってきて

いるものです。場所は○○地籍の○○の西側２００メートルほどの畑地帯

の一角になります。当該農地は、西側が道路、残り３方が農地に接してい

る状況です。 

         この案件、いろいろ地元でも話が出るところですけれども、今年再申請が

あるという情報がありましたので、今年の５月に二村農業委員さんと事務

局職員と私の３名で申請人の代理人である○○さんと現地確認を行った経

過がございます。その際には、パネルの下で栽培されている○○の生育が

確認され、草も刈ってきれいな状況でありました。その後、５月に私もリ

ンゴの摘果があって上のほうへ上がって行ったら、たまたま通りかかった

ところ、○○さんが彩果かごに山になるぐらい○○を取っている姿を拝見

しまして、きちんと収穫されているなという状況は確認したところでござ

います。 

         ただ、現在、成長してきた○○と雑草が非常に繁茂している状況にあると

いうことで、これがちょっと周辺への影響があるようであれば、草を刈る

なりといった指導をしていただくことが必要なのかもしれませんけれども、

今後も適正に管理されるということを前提に、本件における一時転用につ

いてはやむを得ないものと考えております。 

         以上です。 

 

議  長     続きまして、議案第１１０号、塩原至委員。 

 

塩原（至）農業委員 申請地は、○○の○○から松本側に若干下ったところにございます。○

○さんにつきましては、スイカを多くやっておりまして、この案件、追認

案件でございますが、波田地区の農振協議会でも１回見に行きまして、農

業には必要なもので、やむを得ないかということを言われております。や

むを得ないものとして見てきました。 

         以上です。 
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議  長     次に、現地調査をした委員に意見を求めます。 

         議案第１０８号と１０９号、１１１号を塩原至委員、議案番号１１０号を

村山委員。 

 

塩原（至）農業委員 １０８号、１１１号につきまして、先ほど濵委員のほうから説明がござ

いましたとおりで、周りは本当に宅地だらけということで、これにつきま

しては問題ないかと思います。 

         あと、１０９号につきましては、倉科委員が言ったとおりでありますが、

村山委員と私と事務局で２２日に立ち会って見たところ、本当に道のほう

にフェンスがございまして、そこにももうやはり草で中が見えないという

ぐらいで、そして隣の畑も、一応通路といいますか、車が入れる幅、道が、

道というか、私有地、双方で多分ここは通ってもいいというのだと思った

のですが、そこまでもう草だらけで、これだとやはり全部周りの人にも迷

惑かかるから、ある程度周りに迷惑かからない程度に草刈り等を、当道の

フェンスのところも、防犯のために草を生やかしているならば、いいとい

うわけではないのですけれども、そこら辺を、道が狭くなりますので、ち

ゃんときれいにしていただきたいと思いました。 

         以上です。 

 

議  長     続いて、村山委員。 

 

村山農業委員   既に建っているもので、周辺の影響もないことを確認しました。問題はな

いと思います。 

         以上です。 

 

議  長     二村委員、何かコメントありますか。 

 

二村農業委員   １０９号の営農型太陽光発電施設の話ですが、私、先月四賀のほうにネギ

の栽培を見に行ってきました。文句なしに、それは本当に営農型の太陽光

だというふうに思いました。 

         ここは、私のうちのすぐそばのおうちなので、あんまりいろいろは言いた

くないのですが、前回は、もうそれは大変なことで、会長も本当にこれは

もう撤去するしかないぐらいのところまでになってしまい、栽培品目が○

○になりました。 

         私、たまたま○○で野菜作っている○○さんを知っているので、様子を聞

きに行ったら、太陽光発電施設の業者から、周辺の農地に声がかかってい

るとのこと。○○の○○さんが、昨年、熊がここに入って、もうちょっと

草刈ってもらいたいという話はされていたので、今、塩原委員が言われた

とおり、ちょっと管理をしたほうがいいのではないかなというふうに思い

ます。 

         ここは、営農していないということはないのですが、収穫がやっぱり７割
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というのが、それが証明はできない形になっているので、そこのところが

何かできたらいいのではないかなというふうに私は思います。 

         以上です。 

 

議  長     事務局、コメントありますか。 

 

上條局長補佐   議長。      

 

議  長     上條補佐。 

 

上條局長補佐   先ほどお話がありましたように、ある程度、道のフェンスの周りの草刈り

とか、周辺の農地に与える影響がないということが転用許可の要件の１つ

にもなっていますので、○○にとって必要不可欠なある程度の丈の高さの

草はやむを得ないと思うのですが、それ以上で、周辺の農地に与えた害虫

とか、あと日の当たりとか、通風とか、そういった形で影響を与えるよう

だったらいけないので、代理人にも、許可書を取りに来たときに、担当者

のほうから草刈りは適切な時期に適切に管理をしていくようにということ

を指導していきたいと思います。 

         また、県の有識者、これ、農業農村支援センターの職員ですけれども、事

務局職員と直接面談して聞き取りを行ったところ、今回の申請地は、県内

でもほかの○○の栽培しているところに比べて優良であるというような見

解はいただいているということを報告しておきます。 

         以上です。 

 

議  長     ほかに意見等を求めます。 

 

［質問、意見なし］ 

 

議  長     意見等ないようですので、農地法第４条の規定による案件、３件と農地法

５条の規定による案件、１件について一括して集約します。 

         農業委員の皆様に聞きますが、議案第１０８号から１１０号及び議案第１

１１号について、原案どおり承認することに賛成の農業委員の方の挙手を

求めます。 

 

［全員挙手］ 

 

議  長     全員賛成ですので、本件は原案どおり承認することと決定します。 

         続きまして、議案第１１２号 相続税の納税猶予の適格者証明願承認の件、

１件について上程します。 

         事務局から説明を求めます。 

 

上條局長補佐   議長。      
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議  長     上條補佐。 

 

上條局長補佐   議案書６ページをお願いいたします。 

         相続税の納税猶予の適格者証明願承認の件について説明いたします。 

         位置図資料等を参考にしていただければ、１１ページ以降、引き続き農業

経営も含めて、ご参考にください。 

         議案第１１２号、井川城にお住まいの○○さんが承認を受けるものです。 

         以上になります。よろしくお願いいたします。 

 

議  長     地元委員の意見を求めます。 

         百瀬委員。 

 

百瀬農業委員   お父さんが昨年末に亡くなられて、それで相続をされるということで、納

税猶予ですけれども、登記上は、そこに５筆ありますけれども、畑と原野

と畑、田んぼ、いろいろありますけれども、現状を見てきましたが、住宅

街の中にある宅地というか、お住まいのところに続いたところですけれど

も、○○というのが大分広いけれども、この半分が畑として自家用野菜を

やっておられました。それ以外は全て田んぼとして稲作を行われていたと

いうことで、特には農地として全く問題ないと思います。 

         以上です。 

 

議  長     全体を通じまして質問、意見等を求めます。 

 

［質問、意見なし］ 

 

議  長     意見等ないようですので、相続税の納税猶予の適格者証明願承認の件、１

件について集約します。 

         農業委員の皆様に聞きますが、議案第１１２号について、原案どおり承認

することに賛成の委員の方の挙手を求めます。 

 

［全員挙手］ 

 

議  長     全員賛成ですので、本件は原案どおり承認することと決定します。 

         続きまして、議案第１１３号から１１５号 引き続き農業経営を行ってい

る旨の証明願承認の件、３件について上程します。 

         事務局から一括説明を求めます。 

 

上條局長補佐   議長。      

 

議  長     上條補佐。 
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上條局長補佐   議案書の７ページをお願いします。 

         引き続き農業経営を行っている旨の証明願承認について説明いたします。 

         議案第１１３号、高宮にお住まいの○○さんが承認を受けるものです。 

         議案第１１４号、村井町北にお住まいの○○さんが承認を受けるものです。 

         ８ページおめくりください。 

         議案第１１５号、寿中にお住まいの○○さんが承認を受けるものです。 

         以上になります。よろしくお願いします。 

 

議  長     地元委員の意見を求めます。 

         １１３号、百瀬委員。 

 

百瀬農業委員   １１３号ですけれども、高宮にお住まいの○○さんですけれども、筆が５

筆になりますけれども、場所としては、位置図資料の１３ページにありま

すように、３か所に分かれております。いずれも住宅地の中にある小さな

畑ですけれども、自家用野菜を３か所とも丁寧に作られておられるという

ことを確認いたしましたので、特に問題はないと思います。 

         以上です。 

 

議  長     続いて、１１４号、御子柴委員。 

 

御子柴委員    ○○さんは、実家の南側に申請農地がありまして、周りは小学校とか商業

施設に囲まれていて、管理はしっかりしておりました。ほぼ自家菜園を中

心にやられているということで、問題はありません。 

         以上です。 

 

議  長     続きまして、１１５号、河西委員。 

 

河西農業委員   １１５号ですけれども、判断に迷う案件でした。 

         これ、２筆あるのですけれども、いずれも住宅に囲まれていて、住宅敷地

の続きというか、一部みたいな圃場になります。現地確認したところ、右

側の○○のごく一部ですね、平米で言ったら２０か３０平米ぐらいで大豆、

あとトマトあたりを栽培していて、ほかの部分ですね。○○と○○のほか

の部分は、耕起がされてなくて、草だけ多分１か月ぐらい前かな、伸び方

からすると。それくらいに刈って、草刈りも完了しているという状態でし

た。こういう状態なので、事務局から本人のほうにもご確認をしていただ

いて、今後もしっかり管理していくっていう返答をもらったっていうとこ

ろです。 

         個人的には、ちゃんとやっていただければいいのかなというふうには思っ

ています。 

         あと、法律的なところは、ちょっと詳しくないので、そのあたりの補足を

事務局からしていただければありがたいって思います。 

         以上です。 
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議  長     事務局。 

 

上條局長補佐   議長。      

 

議  長     上條補佐。 

 

上條局長補佐   今お話がありましたとおり、一部で栽培をしているけれども、全体から見

れば、ごく一部だということですけれども、草刈りをしているということ

で、農地保全という観点でいけば、保全をしているということになります。

今後しっかり農業として、そこをなりわいの場所としているかというと、

ちょっと疑問が残ります。また担当者のほうから意向の確認もしています

し、しっかり農地保全をして、いつでも農地としてすぐ使えるような状態

であって、たまたまこの２０から３０平米、大豆、トマトを栽培している

ということでありますので、今回は違法なところは見受けられないので、

いつでも農地に復旧できる状態な保全的な部分から見ると、今回、農地と

して扱って、証明に差し支えないと思っております。 

         以上です。 

 

議  長     基本的には、税務署からの委託業務という言い方は悪いが、そういうこと

のチェック機能が主だと思います。納税猶予とこの引き続き農業経営。だ

から、そういうところは、やはり３条、４条、５条、その辺と、法的業務

とは若干質の異なるものだと思いますので、今、事務局から説明、また河

西委員からも話がありましたとおりの見方でいいかと思いますが、その辺

含めて、何かこの案件に対して質問意見等を求めます。 

 

［質問、意見なし］ 

 

議  長     意見等ないようですので、引き続き農業経営を行っている旨の証明願承認

の件、３件について一括して集約します。 

         農業委員の皆様に聞きますが、議案第１１３号から１１５号について、原

案どおり承認することに賛成の委員の方の挙手を求めます。 

 

［全員挙手］ 

 

議  長     全員賛成ですので、本件は原案どおり承認することと決定します。 

         続きまして、農地に関する事項の報告事項に入ります。 

         事務局から報告事項のアからクについて一括説明を求めます。 

         上條補佐。 

 

上條局長補佐   それでは、報告事項アからクについて説明いたします。 

         これらは書類等完備しておりましたので、事務局長の専決により処理いた
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しました。 

         資料の９ページからお願いいたします。 

         ９ページ、現況証明の交付状況の件、１件、１０ページ、非農地証明の交

付状況の件、２件、１１ページから１２ページ、農地法第１８条第６項の

規定による合意解約通知の件、１３件、１３ページ、公共事業の施行に伴

う届出の件、１件、１４ページ、１５ページ、農地法第３条の３第１項の

規定による届出の件、２０件、１６ページ、農地法第４条の規定による届

出の件、３件、１７ページ、農地法第第５条の規定による届出の件、４件、

１８ページ、農地法第４条の規定による農業用施設届出の件、１件。 

         以上となります。よろしくお願いします。 

 

議  長     ただいま報告事項について委員からの質問、意見等を求めます。 

 

［質問、意見なし］ 

 

議  長     意見等ないようですので、これらの報告事項につきましては、事務局説明

のとおりなので、承知おきを願います。 

         農地に関する事項が終了しました。その他農業委員会業務に関する事項に

ついては、１０時３０分再開します。 

 

（休  憩） 

 

議  長     定刻になりましたので、再開いたします。 

         続きまして、協議事項ア、第１０回長野県農業委員会大会における要請事

項及び県選出国会議員との農政懇談会における検討課題についてを議題と

します。 

         これ以降は推進委員の皆様も議決に参加していただきたいと思います。 

         それでは、事務局から説明をお願いいたします。 

         草田係長。 

 

草田係長     農業委員会事務局の草田です。 

         資料１９ページをご覧ください。 

         まず、この件につきまして、資料の追加がございます。事前に送付した総

会資料について、２４ページと２５ページの間の資料が抜けておりました。

本日１枚で当日配付資料としてお手元にお配りしております。併せてご参

照ください。申し訳ございません。 

         要旨ですが、１１月１９日水曜日に松本市で第１０回長野県農業委員会大

会を開催し、国・県に対する要請決議を予定しています。 

         農業会議より要請事項の報告依頼を受け、各委員から先月提出していただ

いた要請事項をまとめました。 

         また、これを基に松塩筑安曇農業委員会協議会が開催する県選出国会議員

との農政懇談会用の検討課題も作成しましたので、両案について協議をお
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願いするものです。 

         報告案についてですが、要請事項の報告案ですが、先月ご提出いただいた

皆様の要請事項案について、重複しているものや関係するものをまとめて

作成したものです。 

         また、県選出国会議員との農政懇談会における検討課題案につきましては、

要請事項で提出いただいたものの中から意見が多かったものを中心に２つ

まとめたものを作成しております。 

         提出先ですけれども、要請事項報告案につきましては、長野県農業会議へ

提出をいたします。同会議において取りまとめられ、１１月１９日の農業

委員会大会で要請決議が行われる予定です。 

         県選出国会議員との農政懇談会における検討課題案につきましては、松塩

筑安曇農業委員会協議会に提出いたします。同協議会において取りまとめ

られ、１２月に予定されております県選出国会議員との農政懇談会で検討

される予定です。 

         資料にはありませんが、先月、長野県農業委員会大会におけるスローガン

の募集がありました。このスローガンについて、日頃委員の皆様について

農業委員会活動を通じて感じておられる思いだとか、地域農業への願いな

どを込めたスローガンがありましたら、ご提案をお願いいたします。 

         ご提案いただける場合には、９月５日までにご連絡をお願いします。特に

ご提案等ございませんでしたら、事務局で作成して提出をさせていただき

たいと思っています。 

         以上です。 

 

議  長     この２点について事務局から説明がありました。 

         ただいまの事務局からの説明について、発言、意見のある方はお出しをお

願いいたします。 

 

［質問、意見なし］ 

 

議  長     よろしいですかね。 

         こういうことでまた大会がありますし、また今年からまた松塩筑安曇農業

委員会協議会でも地元選出国会議員とのコンタクトを取る機会があります。

前段の挨拶でも多少申し上げましたけれども、その辺の内容も含めた中で

のこんな内容で進めていきたいと思いますので、またご了解をお願いしま

す。 

         なければ、これより集約を行います。 

         以降、推進委員の皆様も含めましての集約となりますので、お願いします。 

         本件についてご了承いただける委員の皆様には挙手をお願いいたします。 

 

［全員挙手］ 

 

議  長     ありがとうございます。 
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         全員賛成ですので、本件は承認されました。 

         続きまして、協議事項のイ、令和７年度松本市農業施策に関する意見書

（案）についてを議題といたします。 

         事務局から説明をお願いいたします。 

         草田係長。 

 

草田係長     資料につきましては、こちらも本日配付させていただいたものになってお

ります。左側をホチキス留め２か所してあるものです。そのページが２ペ

ージになります。令和７年度松本市農業施策に関する意見書（案）につい

てです。 

         前回総会後、事務局で必要と思われる修正を行いましたので、その内容に

ついて協議をお願いするものです。 

         主な変更箇所は３点ございます。 

         まず１点目ですが、横浜ジュニアビレッジ根っこ塾の取組を学ぶ機会に関

する記述です。今の総会の資料で言いますと、６ページになります。下線

が引いてありますが、修正前は「市民や関係部署」としておりましたが、

より参加対象を明確にするため、「農業関係者、子どもを持つ保護者、市

の関係部署等」と修正してあります。 

         ２点目ですが、その下の部分です。農林業まつりに関する内容です。「農

業への関心や理解を広げるため、農林業まつりのようなイベントも有効と

考えられます」とのみ記載していましたが、今回、子供と農業の関わりと

いう視点から、農林業まつりに関する内容を追記しました。農畜産物の展

示・販売を通じた交流、地域や家庭での要は話し合うきっかけになること

などを加えました。 

         ３点目は、獣害対策に関する部分です。８ページの下の部分ですが、変更

前は「地域全体の理解の促進を求める」という記述でしたが、新たな防護

柵の設置において、合意形成が難しい状況もあり、市も地域と一体となっ

て住民の理解促進に取り組んでいただきたいというような内容に修正いた

しました。 

         以上の３点が主な変更内容となりますが、９ページにジュジアビレッジ根

っこ塾についての補足資料を意見書に添付したいと考えています。 

         今後の進め方ですけれども、来月の総会で意見書を決議していただいて、

１０月３日に市長に意見書を提出します。来月の総会でも改めてご説明し

ますが、１０時から市長応接室で意見書を提出する予定ですので、役員の

方はご対応をお願いいたします。 

         １１月７日に市長との懇談会になります。この際は全委員での対応になり

ますので、よろしくお願いいたします。 

         以上が修正点の説明となります。 

         あわせて、根っこ塾の導入の方針についてなんですけれども、導入に当た

っては、市が企画して運営する行政の主導型なのか、根っこ塾のような企

業が主体となって市が支援する方法なのか、今後、市の関係部署と話をす

る中で、どういった方向で農業委員会として考えていくのかというところ
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も伝えていきたいと思っていますので、その辺も参考にご意見をいただけ

ればと思っています。 

         以上です。よろしくお願いいたします。 

 

議  長     ありがとうございます。 

         それでは、事務局から説明がありました。 

         これより質疑を行いますが、項目事項２つありますので、一つずついきた

いと思いますが、まず地域における子供の農業の関わりの各項の項目につ

いて進めていきたいと思います。 

         柳澤委員長、何かありますか。 

 

柳澤農業振興委員長 前回の総会の後、農業振興委員会で短時間、ちょっと内容について意見

交換したんですけれども、総会でも皆さんからおおむね賛同を得られるよ

うな内容だったということと、あと一部、今日、草田さんに追加でもう少

しより明確に分かりやすいような表現にしていただいたっていうことで、

大体これでいいんじゃないかなっていう気はしています。 

         ただ、今になってこういうことあれなんですけれども、昨今、松本の中で

も熊の出没のニュースが出てきて、熊によるいわゆる農作物だけじゃなく

て、人的な被害が北海道だけの問題じゃないということで、多分そういう

ことがこれからこのまま放っておくとだんだん広がっていくんじゃないか

なんていう懸念はあります。 

         ですから、有害鳥獣の対策という意味では、これまでは既に１０何年か前

に設置した防護柵の維持管理というふうなことでやってきたんですけれど

も、その維持管理一つ取ってみても、もう現実問題としてできなくなって

きているんですよね。そうすると、これから予想される、あるいは予想と

いうよりも、もう兆候が出てきているそういう獣害を防ぐために、もう維

持管理できないような場所とは違うところに、違うところって、もうちょ

っと管理しやすい場所に防護柵を造り直すというふうなことを考えないと、

これからの維持管理、向こう１０年とか１５年見たときに、できなくなっ

ていくような気がするんで、それはまた市長との懇談会で言えばいいのか

もしれないんですけれども、ちょっとそんな最近はちょっと懸念を持って

います。 

         以上です。 

 

議  長     あれですかね、自分ではないんですが、今、委員長おっしゃった２番目の

項目の中の追記のような考え方ですね。 

 

柳澤農業振興委員長 そうですね、はい。 

         根っこ塾は、確かに草田さんおっしゃったように、どういうふうにスター

トするかっていうことが非常に重要で、しかも難しい問題だと思うんで、

神奈川のように、そういうことを先立ってやろうという人たち、むしろそ

のリーダーがいるかいないかっていうことで決まるような気がするんです
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よ。 

         それで、これ、結局行政主導っていうのはなかなか難しそうな気がするん

で、むしろやっぱり要はお金を出してでも農業のことを勉強したいという

ような、そんなようなやっぱり状況にしないと、長続きしないんじゃない

かなっていう気がするんですよね。 

         ですから、そういうリーダーをどうやって見つけてくるか、あるいはリー

ダーになる人が本当に出てくるのかっていうあたりが何か１つのポイント

になるような気がするんですけれども。 

 

議  長     ありがとうございます。 

         前段私が申し上げたとおり、まず１番の項目の地域における子供との農と

の関わり合い、あの後振興委員会に出させてもらった中でも、やっぱりカ

テゴリーというか、それをやっぱり、あのときにも出ておりましたけれど

も、周知広報だっていうようなことも意見の中で出ておりましたし、具体

的にということの中では、やはりそんなカテゴリーから出発するんじゃな

いかなという気がします。 

         大きな項目は、こういう形の中で、根っこ塾という説明から入った中で、

そういうようなシステムというか、カテゴリーというか、段階というかに

なるような気もしますが、じゃ子供との関わり合いの中で、今、委員長も

発言がありましたとおり、事務局からのそういうことで、少し追加させた

中で書いてありますが、こんな形の中で皆さんのご意見を伺います。 

         前回の総会のときにも、それぞれ皆さんから賛同する意見賜りましたけれ

ども、そういうことで、今度は具体的に何をやるかっていう今度は段階に

なってくると思いますので、その辺も含めた中での意見書ということで、

我々はこういう意見を持っているという形の中の進んでいくということで

すが。 

         河西委員。 

 

河西農業委員   ただいまの具体的に、じゃどうやって立ち上げていくというのは大きな課

題だと私も認識します。実際に根っこ塾は横浜以外にも静岡だったり、横

須賀だったり展開して活動しているわけで、そこでもやっぱりスタートと

いうのが当然あったわけですね。だから、そういうところの経験を具体的

に詳しく聞いて、協力してもらうという体制をつくっていくのが第一歩に

なるんじゃないかなっていうふうに思います。 

 

議  長     途中でやり取りはあんまりここでは深掘りしませんので、ご意見はご意見

として賜っておいて、後で今度は総会への本文の提出というふうになると

思いますので、お願いしたいと思います。 

         いいですかね。本文成文化の前の１つの手前の段階ですので、また９月の

総会には成文した中で、また皆さんにお示しして、議決を願うという段階

になっております。 

         また何か補足等ありましたら、またお願いしたいと思いますが、じゃこの
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場はこれで収めさせてもらって、また事務局とまた委員長主体で、また振

興委員の皆さんにやる機会があればお願いしたいと思います。 

         それでは、２番目の項目の中の有害鳥の話ですが、先ほど委員長からのお

話もあったとおり、近々の問題として、それぞれすごい勢いで有害鳥だし、

やはりあのときの出発点は、生活まで侵される有害鳥の被害っていうこと

で、今日の午後、それぞれ地元の委員の方、担当の方も見えた中での学習

会するわけです。その内容についても、また意見書の懇談会の折にも生か

せたらという感じしますけれども、前段の委員長さんからの発言も含めま

して、皆さんからご意見等ありましたら承ります。 

 

議  長     矢嶋委員、お願いします。 

 

矢嶋農業委員   一応この内容で、例えば補助金のかさ上げといいますか、増額等もこの中

にありますけれども、やはりいろいろなお話、最近新聞でも話題になって

きていて、行政としても、もうちょっと一歩踏み込んで直接関わっていく

ような体制ができないかどうかということですね。いわゆる兼務でもいい

ですけれども、職員の配置、いわゆる防護柵管理に関することとか、いわ

ゆる見回りといっても、やっぱりその地区地区で高齢化していますので、

先ほど防護柵をもうちょっと管理しやすい場所に設置し直したらどうかっ

て委員長のほからもお話があったんですけれども、そうではなくて、それ

も１つですけれども、行政のほうでそういう担当の職員の配置というのは

できないか。一歩踏み込んで取り扱っていただけないかどうかっていうの

はどうかなっていうふうに考えました。 

         以上です。 

 

柳澤農業委員   ここの書き出しに、これ、熊を追加したほうがいいですね。 

    いや、「シカ、サル、イノシシ、ノウサギなど」って書いてあるんですけ

れども、いや本当これ、冗談じゃないんですよ。実際には熊が農作物を荒

らし始めているということも出てきていますので、ちょっと対象をそこま

で広げておいたほうがいいような気がするんですけれども。 

 

議  長     よろしいですかね。今の発言はそれとして、いいですよね、これ、熊を入

れるものについては。 

 

草田係長     はい。 

 

議  長     よろしいですか。骨子はこういうことで、また成文化して、また先ほども

申し上げたとおり、また９月の定例総会には皆さんに完成品をお示しして、

議決を願うというふうな段階でいきたいと思います。 

         いいですか、これで。 

 

草田係長     はい、ありがとうございました。 
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議  長     そういう、そういうというか、お話もありましたとおりの内容でいきます

ので、またそれぞれ当日は市長と主立ったもちろん部長も出ますし、それ

ぞれの中でぜひ真剣に考えてくれということを我々の総意としてお願いし

たいと思いますので、またご協力のほどよろしくお願いしたいと思います。 

         これは採決いいのか。いいですね。 

 

草田係長     はい。 

 

議  長     そういうことで、また次回の総会にまた議決をお願いします。 

         続きまして、協議事項のウ、令和７年度松塩筑安曇農業委員会協議会農業

功績者表彰候補者の推薦についてを議題といたします。 

         なお、こちらの協議事項については、事前にお送り次第には記載されてお

りませんが、議案発送後に松塩筑安曇農業委員会協議会より依頼がありま

したので、追加させていただいたものであります。 

         事務局の説明をお願いいたします。 

         草田係長。 

 

草田係長     続きまして、当日配布資料の１０ページをお願いいたします。 

         令和７年度松塩筑安曇農業委員会協議会農業功績者等表彰候補者の推薦に

ついてです。 

         要旨ですが、この協議会の表彰規程に基づき、地域農業振興等表彰者の推

薦を行うに当たり、その推薦方法について協議をお願いするものです。 

         表彰枠についての申合せ事項です。 

         地域農業振興等功績者は、松本市から３名または３団体となっています。

農業委員永年勤続功績者は、農業委員会を連続３期以上務め、退任された

方となっています。 

         ３番、地域農業振興等功績者表彰の推薦方法についてです。 

         事務局の方針としまして、過去の推薦経過により、市内２１地区から３地

区を選定し、各選定地区内から１名または１団体の候補者として推薦して

いただきたいと思います。 

         推薦候補地区案ですが、別紙１、１３ページにこれまでの地区選定一覧を

記載していますが、今年度は芳川地区、神林地区、和田地区とさせていた

だきました。 

         推薦方法ですが、お忙しいところ申し訳ありませんが、該当地区の農業委

員さんにつきましては、推薦候補者を選定し、別紙様式２の功績調書の作

成、提出をお願いいたします。 

         候補者が個人の方の場合には、功績調書の添付書類として別紙様式３の履

歴書の作成、提出もお願いいたします。こちらには記載はありませんが、

団体の方を推薦する場合には、履歴書に代えて活動状況が分かる書類の添

付、例えばこれまででは団体の総会資料などを添付していただいておりま

す。 
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         提出期限は、１０月３０日の木曜日の定例総会までにお願いいたします。 

         参考資料として、表彰規程、過去の受賞者の記録を添付していますので、

参考にしていただければと思います。 

         この表彰につきまして、表彰者の推薦について、どの市村も選出に苦慮さ

れているそうです。松塩筑安曇農業委員会協議会の会長会議で無理に推薦

することなく、候補者がいる場合には推薦をするという話があったそうで

すので、松本市におきましては、これまで推薦がなかった地区については、

翌年度に持ち越しをしていましたが、今年度以降は翌年度に持ち越さず、

次の順番の地区に回すこととしたいと思います。 

         候補者、該当する方がいらっしゃれば推薦をしていただきたいと思います

が、無理だなというときは、無理をなさらずということです。よろしくお

願いいたします。 

         説明は以上です。 

 

議  長     ありがとうございました。 

         ただいま事務局から説明がありました。 

         昨年のこのような機会にもそういうような発言がありまして、無理に出す

必要もないんじゃないかというお話の中から、意義も含めまして、こうい

うような結論になりましたので、了解をお願いします。 

         この案件につきまして質問、ご意見等あったら、お願いします。 

 

［質問、意見なし］ 

 

議  長     ないようですので、本件については了承いただける委員の皆様は挙手をお

願いいたします。 

 

［全員挙手］ 

 

議  長     ありがとうございました。 

         全員賛成ですので、本件は承認されました。 

         芳川、神林、和田地区の農業委員、最適化推進委員の皆さんは、模範とな

る功績のある方がいらっしゃいましたら、推薦をよろしくお願いいたしま

す。 

         次に、報告事項の主要会務報告並びに当面の予定についてを議題といたし

ます。 

         事務局の説明をお願いいたします。 

         草田係長。 

 

草田係長     総会資料の２６ページお願いいたします。 

         主要会務報告並びに当面の予定についてです。 

         ８月６日、令和７年度松本地区新規就農者のつどいに会長に出席をしてい

ただきました。 
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         ７日、松本市農業振興地域整備促進等協議会に会長、会長代理、役員及び

関係委員の方に出席をしていただきました。 

         １５日、松本市平和記念式典に会長に出席をしていただきました。 

         ２２日、農地転用現地調査に塩原至委員と村山委員に対応をしていただき

ました。 

         ２６日、長野県食と農業農村振興審議会に会長に出席をしていただきまし

た。 

         本日ですが、この後、現地視察研修となりますので、お願いいたします。 

         ２７ページ、当面の予定です。 

         資料にはありませんが、９月１１日、四賀有機センター運営委員会が四賀

支所３０２会議室で午後２時から開催され、久保委員に出席をしていただ

きます。 

         １２日、常設審議委員会の後、長野県農政部との意見交換会に会長に出席

をしていただきます。 

         １７日、農業者年金加入推進特別研修会が松本市浅間温泉文化センターで

開催されます。加入推進部長の方は出席をお願いします。 

         １８日、松本市農林業功労者表彰審査会に会長と会長代理に出席をしてい

ただきます。 

         ２４日の転用の現地調査は、百瀬委員と小林委員です。よろしくお願いし

ます。 

         ３０日が定例総会となります。よろしくお願いいたします。 

         以上です。 

 

議  長     ありがとうございます。 

         ただいまの事務局の説明について何かご発言がある方はお願いします。 

 

［質問、意見なし］ 

 

議  長     なければ、本件についてはただいまの説明のとおりですので、ご承知おき

をお願いいたします。 

         以上で報告事項は終了しました。 

         続きまして、その他の項目に入ります。 

         最初に、松本農業農村支援センターからの情報提供をお願いします。 

         草田係長。 

 

草田係長     本日、農業農村支援センターの山戸主査は欠席ですので、本日お配りした

資料をまたご覧いただきたいと思います。 

         続いて、事務局からの連絡事項も続けてさせていただきます。 

         本日お配りしましたスマート農業実演見学会についてのお知らせです。 

         農政課からの情報提供になっています。 

         ９月２日、午後２時、場所は神田１丁目の圃場です。最新の農業機器につ

いて、実演、操縦体験、実際に導入した農業者からの使用感を伺える機会
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となっています。スマート農業に関心、興味のある方に参加していただく

とともに、周りに興味のある方がいらっしゃいましたら、お声がけをいた

だきたいと思っています。 

         応募の締切りは、昨日までとなっていますが、まだ受付可能ということで

す。最終締切りは１日の月曜日までとなっています。 

         申込方法は、ＱＲコードから申込みいただくか、農政課に直接ご連絡をお

願いします。 

         当日、熱中症対策として、飲物を用意しますので、参加ご希望の方は、必

ず事前に申込みをお願いいたします。 

         詳細につきましては、農政課の経営支援担当にお問合せください。 

         それと、本日、農業相談の手引、そして令和６年度の農政概要をお配りい

たしました。また業務の参考にしていただきたいと思います。 

         この後の研修・視察の流れについてですが、１時から農政課の方がこちら

に見えて、座学で獣害についての研修をしていただきます。 

         それが終わった後に、マイクロバスと公用車に乗って、丸田と上野地区へ

視察に行きたいと思っています。 

         車ですが、基本的には歴史の里からバスに乗車された方は、そのままマイ

クロバスに乗っていただいて、直接梓川支所に見えた方は、こちらで準備

した公用車に乗って移動をしていただきたいと思っています。 

         お昼御飯は、１１時半にこちらに着く予定となっていますので、しばらく

お待ちいただくことになると思います。 

         以上になります。 

 

議  長     ありがとうございました。 

         その他全体を通じまして委員の皆さんから何かありましたら、お願いしま

す。 

         上條信太郎委員からこの頃の水の状況についてお願いします。 

 

上條農業委員   この間、中信平で水の取水制限するっていう話をしましたけれども、一応

続けております。水はもう十分にありますけれども、昨年度、東京電力と

の水のやり取りで、大変東京電力のほうのダムの水を出していただいて、

世話になったという経過がありますので、ダムのほうに十分な水を用意し

て発電に使ってもらうというようなことで、お互いの信頼関係も、こうい

った現実的な中での水の調整というのも日々ありますので、十分に水があ

るときには、我々のほうもそういうような対応をさせていただくというこ

とで、稲刈り始まっておりますけれども、遅い作型もありますので、十分

に今、水が流れておりますので、お伝えいただきたいと思います。 

         それから、稲作のところで、水のかけ流しという、こういう指導があった

ということで、全く改良区に相談ないまんま農協のほうでそういう指導を

出したということで、大変問題になりました。 

         農業委員の方で、こういうことはもう絶対駄目ですので、理想的にはいい

ですけれども、そんな水一滴もありませんので、一番取水としては少ない
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時期に入っています。余裕がないということで、そのときに米のことばか

り考えて水のかけ流しをという、その言葉を使った指導があったようです

ので、もうきつく農協のほうにはそういうクレームとして上げておきまし

たので、そのことは承知しておいてください。そんなことはあり得ないこ

とですので。 

         また、西関東のほうから今後の１０年間にわたっての梓川水系の取水計画

がこの間出てきました。皆さん方、多分見れば驚く。そんな水のかけ流し

ができるような水の取水計画になっていませんので、もうどうして農協は

こんなことをやっているのかということで、この間、中信平の理事会、そ

れから梓川でも大変な問題になったということだけはお伝えしておきます。 

         大切に使っていただくということに尽きると思います。 

         以上です。 

 

議  長     ありがとうございました。 

         ほかの皆さんで、この機会に、倉科委員、お願いします。 

 

倉科農業委員   すみません、少しだけお時間いただきまして、最近また鉄の盗難が増えて

います。実は、ちょっと梓川地籍じゃなくて、隣接の安曇野市の三郷だっ

たんですけれども、うちで借りている圃場を含めて７か所、一晩に水路に

かけてある馬入れの蓋を持って行かれてしまいまして、多分６０センチぐ

らいの水路を渡ろうとすると、そこにかける蓋が、多分今、鉄骨、業者に

お願いすると、１か所１３万円ぐらいかかるようなことで、全て所有者の

自己負担で用意しなきゃいけないということで、非常に問題になっており

ます。 

         高齢の方から借りているうちも農地だったもんですから、私のほうで鉄板

用意して、現場溶接するような形で、もう持って行かれないような形にし

たんですけれども、それでも１か所数万円ぐらいはかかります。 

         警察の方とも話をしたんですけれども、もう全国的に安曇野は鉄板取り放

題の地域だということで外国人の方の中では有名だそうです。本当にこれ

でもうすぐ稲刈り始まって、コンバイン入れなきゃいけないというところ

に行って、現場に行ったらないということがないようにご注意いただきた

いのと、あといろいろな話を聞く中では、溶接をして、１枚が４メートル

ぐらいあるような長さにしちゃうとか、重くて、ちょっと大人２人ぐらい

じゃ持てないとかっていうようなことをするっていうのが１つの対策にな

りますので、事前にそういった場所があって、注意が必要な方は、ぜひし

ていただればいいかなと思いますので、情報提供としてお伝えいたします。 

         以上です。 

 

議  長     ありがとうございました。 

         ほかに。 

         濵委員。 
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濵農業委員    前、柳澤さんの意見で、作業料金のときに、オペレーターの何かあったと

きの補償はどうなるっていう話があって、農協の共済もあるしっていうお

話をしたんですけれども、そのとき私、ころっと忘れていて、国の労災も

掛けられますので、ぜひ検討していただければいいかと思います。 

         特に、機械へ乗る方は、ハイランドの窓口でやってもらえますので、１回

掛ければ、あとはもう継続でどっといっちゃいますので、そこで検討して

いただいて、労災だったら、親が亡くなって、２０歳以下の子供がいる場

合は、子供の面倒まで見てもらえますので、ぜひこれ、検討事項で周知し

てもらえればというふうに思います。 

         以上です。 

 

議  長     ありがとうございます。 

         ほかに。 

 

［質問、意見なし］ 

 

議  長     ありがとうございました。 

         以上で本日の案件は全て終了しました。 

         円滑な議事進行にご協力ありがとうございました。 

         議長を退任させていただきます。 

         お疲れさまでした。 

 

14 閉  会 

 

 

  以上この議事録が正確であることを証します。 

 

              松本市農業委員会 

 

          農業委員会会長                         

 

          議事録署名人  ２番                      

 

          議事録署名人  ３番                      


